


区分 対象機器等 対象経費 補助率 上限額
１経営
体あた
りの上
限額

省エネ
機器

・ヒートポンプ（地下水
熱源、地中熱源を含む）
・木質バイオマス暖房機

対象機器等の新規導入、
追加導入、更新に係る
以下の経費
・機器代・被覆資材代
・附帯設備代（架台、
ダクト等空調補助設備
等）
・設置工事費（本体設
置のための基礎工事、
電気工事を含む）
・撤去・処分費（既存
機器等を更新する場合
の既存機器等の撤去、
処分に必要な経費）

1/2
以内

200
万円

250
万円

・循環扇
・多段サーモ装置
・局所加温装置
・ボイラー燃費削減装置
・環境制御装置

被覆資材

・保温カーテンの多層化
・保温性の高い内張被覆
資材（反射性被覆資材、
中空構造資材）

1/3
以内

50
万円


